
第８期北広島町高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画

令和３（2021）年３月

北広島町





はじめに

介護保険制度は、平成12（2000）年に開始されてから20年

が経過し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして、定着、

発展をしてきました。この間、我が国の人口構造は大きく

変化し、少子高齢化が急速に進み、全国の総人口は減少傾

向にある中、高齢者人口は増加し続けています。本町の高

齢者人口はすでに減少局面に転じていますが、75歳以上の

後期高齢者が人口に占める割合は、令和７（2025）年から令

和17（2035）年にかけて大きく上昇することが予測されて

います。同様に、高齢者のみの世帯や高齢者単独世帯が増加することで、介護に対する新た

なニーズが増えることが見込まれるとともに、増え続ける介護給付費の負担の増加や介護保

険サービスの提供を担う人材の不足等が、介護保険制度を持続可能なものとしていく上で、

大きな課題となっています。

また、令和２（2020）年は初頭から新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、社

会・経済に甚大な影響を与えました。介護サービス事業所・施設では、高齢者が感染すると

重症化する可能性が高いため、十分な感染症対策を行いながら、介護サービスを継続するこ

とに尽力して頂きました。近年、増加している自然災害への体制整備とともに、感染症対策

の体制整備にも力を入れていくことが重要になります。

こうした中、本町では、介護予防を重視した施策や高齢者が要介護状態になっても、可能

な限り住み慣れた地域で生活を継続するための施策に取り組んできました。今後も高齢者の

生活を地域で支えるため、医療、介護などの各サービスが切れ目なく一体的に提供される「地

域包括ケアシステム」をさらに強化・推進していくことが重要と考えています。また、人々

の暮らしや地域の在り方が多様化している中、地域に生きる一人一人が尊重され、多様なつ

ながりで社会と関わり、参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地

域共生社会」の実現をめざしていきます。

本計画の推進にあたりましては、町民の皆さんに介護保険制度の内容をご理解いただき、

「心身ともに健やかで安心して暮らせるまち～高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮

らし続けることができる～」を基本理念とし、各種施策や事業に取り組んでまいります。

最後になりましたが、第８期北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定にあ

たり、委員の皆様をはじめ多くの関係者の方々、住民の皆さまから貴重なご意見をいただき

ましたことに厚くお礼を申しあげます。

令和３（2021）年３月

北広島町長 箕野 博司
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